
指定給水装置工事事業者は
５年ごとの更新が必要です。

指定更新時に必要な書類・確認する事項 添付資料

１．第１号様式（申請書）
（１）事業者の概要（表面）

（２）給水装置主任技術者の選任（裏面）

（１）
①（法人）定款及び登記事項証明書（原本）
（個人）住民票抄本（原本）

②事務所の位置図
③事務所の写真（正面外観・内部）

（２）主任技術者の免状又は技術者証の写し

２．別表（機械器具調書）
給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数 ・機械器具の写真

３．第２号様式（誓約書）
水道法第25条の3で規定された欠格要件に該当しない者 ･なし

４．第４号様式（指定更新時確認票）
適正に給水装置工事の事業を運営していること
（１）指定給水装置工事事業者の講習会の受講実績
※中部市町村合同開催の講習会等

（２）指定給水装置工事事業者の業務内容
（営業時間、漏水修繕、対応工事等）

（３）給水装置工事主任技術者の研修会の受講状況
①外部研修（ｅ-ランニング研修・現地研修会等）
②社内研修

（４）適切に作業を行うことができる技能者の従事状況

（１）事業者（会社）の受講実績
講習会の受講修了証の写し

（２）資料不要

（３）個人の受講実績
①外部研修の受講証等の写し
②社内研修は資料不要

（４）配管技能の資格証等の写し


